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りん議制の再検討
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まえがき

筆者はさきに「ピ y グ・ガヴアンメントと主主議制」と題する論文で、

りん議制度の功罪を解明しその将来を展望して、りん議制廃止の要件を

提示したt以来、 10年の歳月が経過したが、現実には、行政の分野に関

する限り、りん議制度が廃止の方向に進む傾向は見受けられない。それ

は、一面において行政に固有の惰性的要因によるのであるかもしれない

が、他面ではそれなりに存続する事由があるからでもあろう。旧稿執筆

以後たまたま若干の文献に接し得たほか、最近、筆者自身が実施した調

査資料にも利用価値が認められるので、叙上の点を顧みつつ、根本的に

りん議制度の再検討ないし再評価を試みようとするものである。その意

味で、本編は旧稿の改訂版と称してよいと思う。

i主
Ill 拙著、 r地方行政の管理と改革』、第一法規出版、 1967年、 2日3 218頁。

I ~J ん議制度の意義

I りん議の語義

りん議は漢字では「葉議」 （巣を菓とするのは俗字である。）と書か

れるが、「業」の音には「ヒン」と「リン」とがあって、 「ヒン」は「つ

つしむ」とか「まをす（申し上げる）」を意味し、 「＇） ン」の音は「こ

めぐらJ の意で「鹿」に同ヒとある1：したがって、 「要議」は「ヒンギ」

と発音するのが本来で、 「リンギ」は慣用読であるが、現今ではもっぱ

ら「リンギJ が通用している1：本編では、奥の字が当用漢字に加えられ
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ていないことを併せ考え、かつ官公庁の用語例にも従って「りん議」と

書くこととする。

りん議は、叙上の etymologyで理解されるように、「つつしんでこ意

見をうかがう」とか「おはかり申し上げる」という意味である。なお、

りん議と同意語として「りん申」、 「経伺」、 「請議」などが用いられ

ることもある。これらの用字と語義を一顧するだけでも、わが国の行政

庁や企業体にわける上下の序列が、協力関係というよりも、むしろ一種
印

の主従関係を意味しているといわれるゆえんが諒解されるであろう。

2 りん議制度の本質

りん議とは、一般に行政や企業経営において事案の処理に際し、決定

される内容ないし案文を下位者が一定の書式により起草して上位の決定

権者がこれを認定すること（authorization）を指す。書類は、起草者

から直接に決定権者に提出されることは稀有で、大抵はその中間に起草

内容や案文を校閲し所要の添削を施す承認者ないし調整者が何人か介在

する。書類の運行過程は、単純あるいは簡易な案件であれば単一の縦系

列 (line）を遡るが、複雑な内容であれば職能上その事案に関係のある

他のラインの職員に回議（「合議」とも呼ばれる。）されることが多く、

いずれにしても終極的に決定権者に至る。したがって、りん議制は、わ

が国における集権的執行体制の組織にあって、階統jfiljの下から上へ逆流

する方向と道程により、意思決定（decision-making）に運ばれる運営

管理方式であるといえよう。この場合、下位者の起草を「起案」、決定

権者の認定を「決裁」と称するのが慣行で、そのためりん議告Jjを「決裁

制度」の名で呼ぶこともある。なお、起案から決裁に至るまで、各段階

における承認ないし調整は、通常、捺印によって表示されるので、この

制度については往往「ハンコ行政」という非難の声を聞くことも関知さ

れているであろう。
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りん議制度は、日本の行政ならびに経営にのみ行われる特有の意思決

定方式で他国に類例を見ないものといわれ、それは、しばしば、家父長

制（patema Ii sm）に基っく家族制度的な協同体組織に発生したわが国独

特の事務処理方法であるとも説かれる：｝りん議制が封建的な主従関係の

もとに生れたことは疑うべくもないが、その遺告I］は明治政府になっても

継承され、さらに「殖産興業」の国是に従って新生した近代的私企業の

経営管理方式にも移植されて今日に至ったもので、ここに日本独自の沿

革と性質を看取することができょう。

i主
Ill 諸橋轍次編、 r大渓朝l辞典幸八』、大修館書店、 1958年、 596頁。

121 一体、いつごろから「ヒンギJを誤って「リンギ」と呼ぷように在ったか、ま

た幕滞体制下町行政では果して「ヒンギ」と発音したか、これらの疑問を解く

方法が見当らないが工 n幸代考証にすぐれた作家子母沢寛の作品 r勝海舟』では、

「・…頗りに滞庁へ主主i持しているのですが、 ーー」とわざわざルピが付されて

いるのに興l辛が泣かれた。 （新i朝文庫『勝海舟第六巻』、 19B9年、 465頁。）

131 辻消明、 「日本における政策決定過程一一謀議制に関連して 」、 r思想』、

岩波書店、 1965年1月号。

141 辻、同上論文。また、高宮古ーほか編、 『新版体系 経営学辞典」、ダイヤモン

ド社、 1970年、 22B頁。

][ ~J ん議制度に対する批判

りん議制度に対しては、以前よりわが国の識者が批判ないし指弾を寄

せてきた。古くは、中江兆民が『一年有半』で、りん議制が繁文の弊を

生むことを指摘し、上級管理層における率先的決定によってその刷新を

はかるべきことを論じている｛：また、近くは辻清明教授がさきに引用し

た論説で、行政庁における政策決定方法としてのりん議に関し、その欠

陥を論ピてわが国官僚制の特徴とりん議制度との関係を究明したうえ、

改革の方途に論及されだ1なお、本編の冒頭で触れた拙稿「ピッグ ガ

ヴァンメントと菓議制」も、現代におけるりん議制の長短を明らかにし、

その廃止に要する諸条件を説いたのち、行政庁における意思決定方式の

将来にも言及したものである。
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しかし、ここでは本誌の性質を考えて、アメリカの学者がみたりん議

制批判を紹介し、それらに着意しながら、所論を進めることとしたい。

わが国のりん議掃Jjを批判しその改善意見を書物の上に残した米国人学者

は、おそらくチャールズ・ピァード（CharlesA. Beard, 1874ー1948) 

博士が最初であろう。その見解は、既に旧稿で詳細に引用した3めでここ

では省略することとし、もっぱら近年の労作に見受けられる諸説を紹介

したい。

1 ディモァクの批判

最初に掲げるのは本学にも来議されたマーシャ jレ ディモック（Mar・

shall E. Dimock）教授である。デイモyクは、 ICUに在任中、日本の

行政をよく考察し、離日後に一書を公けにしたが、そこではりん議制度

について次のごとく述べている。長文ではあるが、外入学者の限に映っ

たりん議制の姿がよくわかるので、あえて引用する。

「過去に晶、いて、日本の役所仕事は、すべて最下層の軽輩官僚の手で

開始され、漸次、階統制の各段階で押印されるのをまって、上層へあが

っていった。このようなこまごまとした公式の手続がその道程を経由

してくるまでは、最高管理層は何もできなかった。しかも、この手続

は往往にして長引くのである。このため、緊急を要する政策事項ない

し危急時の決定あるいは国民の経済や福祉にとって最重要の課題が、

最上層部にある政策担当の高級職員に達すれば的確迅速に対処できた

場合でも、しばしばそこまで届かなかった。実業界を含むすべての人

びとは、この硬直した制度の結果にある程度苦しんだものである。

この問題は、現今もなお存在するもので、最高管理者が挑まれている

根本的なことがらは、一方では官僚の熟練に今も信侍しつつ、他方では

りん議制のもたらす欠陥を克服する方途を発見することである。畢覚、

組織と人事の諸問題が日本では焦眉の急を告げており、本来なれば第

一級の効率を挙げるべき制度的装備に大きい欠点を在している~＂」



りん議制の再検討 41

デイモックは、このような認識に立って、その改善方法には、内部的

改革によるものと急i敢な政治的行動によるものとがあるが、日本の行政

庁は、前者の方向に沿って勇敢に前進し効果を挙げている、と説く5ゐみ

で、りん議制度の刷新に関する具体的方策は示していない。

2 グレイグの意見

第二に紹介するアルパート・クレイグ（AlbertM. Craig）教授は、

行政学者ではなくハ ノ〈 ド大学の歴史学教授であり、特に日本の政治

史に明るく、同大学日本研究所のAssociateDirectorでもある人物で、

以下に摘記する同教授の意見は、その論文「（日本）政府官僚組織の機

能面にみる健全と不全~）より引用するものである。
クレイグによれば、りん議制は、一般に日本特有の意思決定方式であ

るとせられ、その特異性が強調されるが、そのことは日本を理解するこ

とに役立つよりは、返って妨If，となるでといい、その論拠として次のご

とく述べている。

「米国では、会合で決まったことや一連の協議および会合のうえで

決定された事項は、それで本決まりで、あとは、すべてその結果を関

係の職員に報知するだけである。しかし、日本では、会合で意見の一

致をみても、該当文書が関係当局を経由し責任者が捺印した時点で、

はヒめて最終の形式的承認と在る？」

このようなりん議制度が日本の意思決定過程だとしきりにいわれるが、

日本でも軽易な事項は事前の協議や会合などなく、いきなり書類が回付

される。 「しかし、重要な案件については、すでに決定された事項を漏

れなく報知することがりん議制本来の役固なのである。こうした点では、

日本のりん議制は、 H.A.サイモンがいう米国の“ referraland clear 

"' ance system”と酷似している戸」

このように述べたのち、タレイグは、りん議制の弱点として、通常、

めくら判、非能率および責任不明確の三点が挙げられるが、 「しかし、
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自分の印象では、日本の意思決定が（たとえ他国に比して緩慢であると

しても）手間どるのは、書類が運行する問に生ずる消極的抵抗によるよ

りも、むしろ協議や会合の過程で合意をはかる必婆から生ずるのである。

いかに重要な案件でも、その解決方法が樹立され、しかも（りん議によ

って）階統制の各段階を経て上局に至るまで、一致した見解が固められ

てしまうと、もはやこれに反対して止めることは至難となるで」

さらに、責任の所在が不分明であるとの一点についても、ゲレイグは、

必ずしも通説にくみせず、りん議制にあっては、起案者の何人たるを問

わず、その第一次責任は課長に帰し、上司たる告ll局長も責任を分かつも

のであるとの主張を紹介し、多数の捺印によって責任が集団的になるの

は、協議や会合で到達した合意の範囲に対応するものであり、関係者の

合意：を必要とする限り、たとえ書類の回覧をやめても、日ljの意思決定方

式ができはしないであろうと説く。

3 ボーゲルの見解

最後に登場願うのはエスラ・ボーゲル（EzraF. Vogel）教授である。

ボーゲルはハーバード大学の社会学教授で東アジア研究所長を兼ねる東

洋学者であっで、前段に引用したクレイグの論文を収めた『現代日本の

草郡識と意思決定』の編者である。彼がその序文において、りん議古ljに関

し述べているところは重要な示唆を含んでいるので、長文ではあるが、

その概要を紹介したい。

りん議制は、日本独特の意思決定方式で、よく、決定権が低層部にあ

るとか、決定が遅滞がちで誰もが明確な権限をもたないぎごちないや

り方であるなどといわれるが、日本では会社でも役所でもりん議制が

用いられているのであって、西欧諸国ではりん議制に関し、何か思い

過ごしか誤解がある。りん議制に対する西欧の通念は、日本の組織に台

ける指導者層の権能と指導力を軽視するものであり、特に有能達識の

指導力をもっ組織にあっては、指導階層は、先制的行動力を発揮するば
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かりでなく、起案を担当する低層部を周到に監督している。たとえ、上

司の指揮監仔が強力に行き届かず、また階層間の打合せがあまり頻繁

に行われないような組織でも、起案に当る者は組織の目的および上司

の意図をよくわきまえていて、その脈絡で起案をするのである。・・・さ・

らに一般的にいえば、組織の低層部にある職員は、上司の信頼を得てい

る限り、起案の裁量が認められているのであって、彼らは上司から陰

に陽に権能を信託されていて、その範囲内で行動するものである＂：

このように述べたのち、ポーゲルは、さらに別の観点から、次のごと

くりん議制の意義づけを試みる。

りん議制は、ある程度、組織の各部門が関係の案件については協議

にあずかる権利を留保する制度である。ある認で綿密に審査をしない

まま文書に抑印しでも、りん議制では責任なしとはされ奇い。むしろ、

どの諜でも回議文書を承認するということは、一般に、その文書が大

して重要でないか、あるいはその認の所掌範囲を侵犯するものではな

いことを意味する。このように、りん議制はアメリカの行政庁におけ

るクリアランス・システムと本質的に大差ないものである。こうして

みれば、りん議制は未熟というよりむしろ成熟した官僚組織、強力な

指導者をもっ活動的な組織の特徴であり、要するにりん議制は、日本

特有のものでもなく、また日本の組織にある指導者に権能も指導力も

”’ 欠いている表徴でもない。

4 批判の推移

以上の引用によって、わが国のりん議出I］に対する米国人学者の考察に

も著しい推移があることがうかがわれる。すなわち、ピァードはもちろ

ん、デイモ yクに至っても、りん議制度は、旧来の弊習であり、もっぱ

ら改善を必要とする不合理な方式と見なされてきた。また、わが国の識

者がりん議制を論ずる場合も、多くはその短所に対する批判にきびしく

して、長所に関する評価の面には不十分な観があった。それらの立論で
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指摘きれたりん議制の重大な欠陥は、おおむね能率の低下、責任の分散、

指導力の不足の三点に集中しているように思われるl：筆者も、旧稿にお

いてこれらの通説に同意したのみでなく、さらに現行のりん議制では意

思決定以後の追跡（follow-up）、特に執行結果の確認を等閑に付する

嫌いがあるので、 「上級管理者は、事案の決定後も、関係職員をして施

行経過及び結果の報告とそれに基づく業績評価の励行に努力せしめ、こ

れらの欠陥を充填すべきであろう＂：J と説いた。

こうした考え方が、これまでりん議制に関する定説とされてきたと認

められるが、さきに紹介したとおり、最近の米国学者による日本研究で

は、りん議古I］が本質的に見直されている。端的にいえば、過去のりん議

制批判がりん議制の存在を疑問とし廃止さえも論じたのが、今やむしろ

肯定的に評価されようとしているのであるtまた、現実にも、りん議制

は、わずか一宮IIの私企業で廃止されているもののごとくであるが、行政

庁では一向にそうした風評さえも聞かない。りん議制が、とかくの批判

を受けながらも、なお存続しているばかりでなく、そのことが行政庁の

内外から責められもしない事実をかえりみるとき、改めてその γαison 

d’etreを再認識すべき要を感ずるのである。
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とで、それではりん議制廃止の意味と成果が疑われるであろう。

m りん議詰lj度の再評価

1 りん議制再評価の論拠

筆者は、旧稿において、現在の行政庁でりん議制度が廃止されないの

は、単に行政にありがちの惰性に因るのではなくて、やはりそこに若干

の価値と効用が認められているからであるとし、その価値ないし効用と

して次の 4点、を掲記した。

a routineにおける決定の実用

b 発意｛initiative）の奨励一一民主的運営による士気｛morale)
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の振作

c 意志・情報の疎通（commuincation）と決定への関与（partici

pa ti on）の効果

d 将来への記録保存の意味

但し、これらの価値や効用も、決して絶対的なものではなく、既述の

批判と指弾にはたえ得るものでないと判断した。

しかし、近時、行動科学的観点より行政の管理理論を構成することに

着意し、その努力を継続してきた道程において、公務員の人間的意欲に

うったえて執務の効率的運行をはかることが、畢覚、行政の業績を高揚

するとともに、公務員の職業的満足感をも充足する最も有意義な管理方

策であることに思い及んだのである。その着想と学習の成果を、一応、

結実させたのが r行政学講座』に寄せた拙稿「管理の動向1であり、こ

れを執筆するに至って、一層、その感を深くした。

りん議制も、この視角より見直すと、前記の「発意の奨励」や「意志

の疎通と決定への関与」は、従来の想定よりもさらにすぐれた効果をも

たらしているのではなかろうかと考えられるのである。その意味では、

ディモックが日本の行政を批判して、 「管理方法の弱点は、人間関係の

心理面を閑却していることで、意志・情報の疎通、参加、動機づけ、責

任の明確化、発意の奨励、最後に職務上の満足感、こういうことどもを

等閑視している？」と述べたのは、いささか迷断に過ぎた嫌いがあろう

が、これまでデイモ yクの指摘を至当と受けとめ、ひとえにこの批判を

甘受してきた筆者としては、同教授の見解を浅見という資格はない。

ともあれ、りん議制度をもって単に非能率で無責任な封建的遺制なり

と断ずることは再考を要する。むしろ、りん議制は、職員の人間性を重

視し、その自主的な勤務意欲の発動によって執務成果を挙揚しようとす

る現代的発想にかなうものと考えられ、あるいはそこに先人の深い知恵

と人間味をも汲みとることができるのかもしれ奇い。
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2 ひとつの試み

筆者は、かねて自治大学校の第 I部むよひ’第2：ポこむいて「行政管理

総論」の講座を担当してきたが、今夏（1976年夏）より前掲の拙稿「管

理の動向」をその教材として使用することとしたのを機会に、研修効果

の測定を兼ねて、りん議制に関するアンケートを実施した。その事由は、

筆者の所説が、従来の権威主義的で即物的な管理を遊け、新しい人格主

義的理念に基ついて、公務員の人間性を尊重する管理方策を案出し実行
1却

する必要から、 「行政自体に固有の公共目的と公務員自身の人間的目標

との可及的接近を図り、究極的には両者の調和と統合を期することが行

"' 政管理の理想像であろう。」と説き、その見地より、

ill コミュニケーションの徹底

121 参画方式の活用

131 動機づけの励行

141 職務の拡充

151 分散化の促進

(6）業絞評価への努力

以上6つの管理方策を述べたもので、この叙述を下数きにして、りん

議制に対する考え方をたずねてみることが有意義と認めたからである。

調査は、 70分授業の講義を 7回継続したのち、本年 7月10日に第2古［＼の

研修生118名を対象として、多項式選択法（multiple-choicemethod) 

により実施した。以下にその調査号需品、よぴ結果を掲記するが、何分にも

研修講座における理解度を測定する資料として試みたもので、アノケー

トとしては不十分の感を免れなかったものの、ある程度まで現戦公務員

たちの思考状況を窺知することができようと思われる。

「問題・りん議制度の長短と存廃

一一人間尊重の管理方策に！！自らして 」

という提出課題で、まずその長短については下記のとおりの問答であ

る。
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一長短

Ill コミュニケーションについて

a りん議制では公文書が正式に回議されるので、コミュニケーシ

ョンが行き届く。…...・H ・－ ……...・H ・－－…・・・・H ・H ・－－…...・H ・・11人

b りん議制では公文書が形式的に固されるのみであるから、これ

に依存するだけではコミュニケーションの徹底は期せられない。

・・98人

c りん議制は、元来、コミュニケーションと無関係なので、どち

らともいえない0 ・・・・H ・H ・－－…...・H ・－－…・・・ー・・・…・・ … 9人

121 参画について

a りん議制は自主性に基づく参画方式であり、人間尊重の精神に

i直するものである。…・・・・……・・－…...・H ・－－…...・H ・・・34人

b りん議制では、進言や献策の機会が乏しいので、参画の実が伴

わ在い0 ・H ・H ・－・目H ・H ・－－－－ －－－…...・H ・.....・H ・.....・H ・.....・H ・・6J人

c りん議制と参画方式とは全く別個のことがらである0 ・・・24人

131 動機づけについて

a りん議制は自主的な意思決定の方式で、これに動機づけを加え

ることにより、多大の効果を伴う自動的意思決定制度となるで

あろう 0 ・・・ ….....・M ・－－…・・・ .. .. . . .. .. . . . ・92人

b りん議制では、動機づけの契機がほとんどないため、モラール

の振起を妨げる0 ・・・・・…...・H ・－－…… ・…...・H ・・・・・… 17人

c りん議制は動機づけと全く関係がないので、どちらともいえな

い。 ・・…・・・・…・・…・…… ……  ・…...・H ・・・・・… B人

141 職務の拡充について

a りん議制にあっては、おのずから職務の拡充が行われる。・12人

b りん議申代もは、職務の拡大をはかることができるが、職務の充

実を期することはできない。……...・H ・.....・H ・－－……・・η … 28人
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c りん議制はあくまでも意思決定の方式であり、職務の拡充は別

｛固にくふうしなければならない。…・・…・… ……….. ・78人

151 業績評価について

a りん議制は自主的な業績評価を伴うものである。.....・H ・・・・42人

b りん議制では業績評価が等閑に付されがちとなる0 ・・・・・・・・・21人

c りん議制は必然的に業績評価を伴うものでは在いから、別途に

業績評価への努力を必要とする。…...・H ・－－ ・・ H ・H ・・・・・・55人

次に、りん議制度の存廃について問うた部分を掲げる。

二存廃

Ill りん議制は現行のまま存続するのがよい。・H ・H ・－－…………・ 9人

121 りん議制はその欠陥を補正したうえで存続すべきである。・・・109人

131 りん議制は廃止して、もっと簡略な決定方式を採用したい。…0

141 ｛可ともいえない。....・H ・－ …－－－……－－－－ … ・・・……..0 

以上は、前記のとおり、りん議制を題材として講述内容への理解度を

考査することを本旨としたものであるが、同時にりん議制に対する現任

公務員の批判と評価をも問おうとしたものである。

これによると、現行のりん議制度は、必ずしも職員の人間性を重視す

る諸方策の角度からは高く評価されていない。持に、一一Ill b （「り

ん議制に依存するだけではコミュニケーションの徹底は期せられない。」）

に98人もの多数意見が集まっている。しかし、二の存廃に関する部分で

みるとおり、これらの欠陥により直ちにりん議制を廃止して簡略な決定

方式を採用したいとする者は皆無で、実に 109人という圧倒的多数が、

「りん議制はその欠陥を補正したうえで存続すべきである。」とした。

そのことは、ー 13) aの命題に対して92人もが賛意を表したことと呼

応するものであろう。また、りん議制廃止の意見や判定留保がいずれも

Oであったのに比して、わずか9名にもせよ、 「りん議制は現行のまま

存品tするのがよい。」としていることにもィ主目しなければなるまい。
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なお、ーの長短に関する調査部分を概観すると、現行のりん議制は、

「人間尊重の管理方策！こ！！自らして」みるとき、全般的には高い価値を認

められていないが、部分的には、比較少数とはいえ、 121 aと151 aが

それぞれ34と42という相当数にのぼったことにも、りん議制に参画とか

自主的な業績評価のごとき人間性重視の効用を認める者がまれではない

ことを表示するものとして、 i宮く留意したし、。

この調査は、ただ一度のみのもので、これをもって万般を推すわけに

はゆかないかもしれないが、国家公務員たると地方公務員たるとを問わ

ず、現任の中堅階層に同様の設聞を供すれば、おそらく上掲のものと大

同小異の結果をもたらすことと推定してよいであろう。

3 りん議出lの見直し

以上に述べきたった考究と調査の結果に基づいて、筆者もりん議制を

見直すべき必要に迫られた。

りん議制度は、たしかに反面において若干の弱点在いL欠陥を蔵して

はいるが、各般の批判や改正意見に拘らず、今もって根本的な改廃に歪

らないのは、それが不十分ながら「職員の人間性尊重」ともいうべき理

念に合致しているからではあるまいか。換言すれば、りん議制は、単に

行政における前例踏襲の慣性や変革をいとう保守的体質によってのみ支

えられてきたものではなくて、わが国独特の歴史的・社会的条件のもと

で育った日本流の人格主義的有効手段と認めたいのである。ことに、そ

れは日本人の勤勉さによく適合してきたように思われる。デレイグも前

掲の労作で、 「日本の職員は、必要なときには長時間働き、いかなる基

準で比べても誠実であり、かっ自分に与えられた大抵の業務は、ほどよ

い能力で完遂する？」と称賛して所論を結んでいる。りん議制は、さき

に引用したディモ yクの批判や前節に示したわが国現任公務員の認識に

拘らず、日本の伝統的な行政風土の告かに生育しながら、意外に現代の

行動理論にも適合性を示すものでは告かろうか。このように考察すると、
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りん議制度は、公務員の人間的欲求、特に「認識・評価」（recognition,

esteem）や「自己実現」 (self-actua Ii zation）の意欲を誘発し、職務

kの満足感（jobcontentment）を充足させるにも幾分か役立つ方途で

あって、しかも職員の自主性を重んじ、自発的努力にまつ方法であるだ

けに、いわば自動的操作方式（auto.maticoperation method）である

ことに一層深い意味を見出すものである。

i主
Ill 前J品拙著、 207 208頁。

121 編集代表辻清明、 r行政学講座 3』、東京大学出版会、 1976年、に所収。
131 M. E. D;moek, op cit , p. 18 

141 I, 2部ともに地方公共団体の中堅幹部に対して高度の幹部嬰員研修を行うも

の（自治大学校編、 『昭和51年度自治大学校編』、 r昭和51年度自治大学校研修

計画大綱』、 2-3頁による。）であるが、主として第 l部は都道府県職員、

第2部は市町村職員を対皐としている。

151 上掲の『行政学講座 3」、 234頁。

161 悶上、 235頁。

171 A M. Craig, op. cit , p 32 

181 Paul Hersey and Kenneth H. Blancha.d, Management of Organfratfonol 

Behαv;or, Prentice Hall, Inc .• 1969, pp !Sff. 

w りん議制度の改善

1 りん議制改善の必要と方向

上述のごとく、りん議制は視角を改めて評価するとき、そこに新しい

行動科学的人格尊重の意義が認められるものであるが、そのゆえをも

って改善の必要なしと論断するものではない。現行のりん議制には、依

然として、非能率、責任の混迷、リーダーシップの不発等の欠陥が随伴

する。そのため、筆者も、旧稿において、臨時行政調査会の答申になら

い、行政の内容に応ピて実質的に処理し得る能力を有する部局長以下に

適宜委任する「害IJり付け方式Jに切替えることを前提とした「決定書方

式」への移行を強調したのである。

しかし、その方法に依っても、単に制度を改め方式を変えるのみでは、
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十分の効果を挙げることができないであろう。すなわち、他面において、

公務員の人間尊重理念に基づく諸般の方策が講じられなければ、従来か

ら指摘された欠陥はある程度是正されても、そこに新しく職員の執務意

欲減退や欲求不満等の重大な難点が生ずるに相違ない。

また、あえて急激辛変革によらずとも、現行のりん議制にさらに人間

性重視の配慮と努力を加えて、自発的・蹴動的な職務集団を形成しつつ、

権威主義的でなく人格主義的観点に立って能率の向上、責任の明確化、

リーダーシップの発揮をはかることも、一顧の価値があると考える。前

掲のアンケートが示す帰趨もここにあることは明らかであり、むしろそ

の方が実情にも適して実効を期し得るのではなかろうか。

2 りん議制改善の要件

りん議制の改善は、上記のごとく、二途に分かつて考えねばならない。

そのーは、りん議制の廃止一決定書方式への移行という方向で、この場

合は、筆者が旧稿で列挙したとおり、次の5項目に掲げる要件を前提と

しなければならない。

I 11 決定の権限・責任の再分配及び明確化

121 目標・方針の指示と決定基準の明定

131 報告の励行と事後監督の努力

141 命令事項と承認事項の区別による整理

151 記録の保存方法の考案

これらの条件は、どの一つをとっても簡易な命題ではない。しかも、

長年月にわたって伝承してきたりん議制を廃止すること自体に、すでに

心理的抵抗も少なくないことであろう。筆者自身が、さきにそのことを

提唱しながら、今改めてかえりみると、まことに容易でないことを痛感

するものである。

これに反して、もう一つの改善方法は、現行のりん議制を活用しつつ、

行動理論的研究に基づいて、公務員のモラールを高める方策により、一
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層の成果を期待しようとするもので、この場合は、前者のごとき急激な

変革が避けられ、多数職員の深層心理に:/o＇ける反応もむしろこの方途を

歓迎するであろう。しかし、この方向を辿るにしても、決して道は平担

でもなく近くもない。第一に、公務員一般特に管理層に人間尊重の配意

と努力が強く要請される。第二に、この方途においても、前者の場合に

列挙した要件の一部は不可欠であることを認識しなければならない。第

三に、りん議制に関しこれまで指摘されてきた難点を克服するためのく

ふうを加えることが肝要である。

要約すれば、現行のりん議制を活用する方向へ進むのにも、安易な態

度は禁物で、思い切って意識の変革と発想の車i）；.換をはかるとともに、行

政に随伴しがちの惰性に対して勇気ある挑戦を試みなければならない。

しかし、この困難な道程を踏破することができた暁には、そこに行政の

公共目的と公務員の人間的目標との合成による「公私一如」の境地が開

けるであろう。

注

111 臨時行政調査会答申、 13 N Io （『自治研究』、第40巷臨時増刊第11号、

良書普及会、 1964年、幻5頁以下。）

121 決定基準には、事案に対する判断基準のほか、進行を促進するための処理規準

も包含されねばならない。この点に関L、最近筆者が入手した香川県の「許認

可等事務の標準処理日数』 (1976年7月1日改正）は、岡県で扱うすべての許・

認可等処分事項645件を本庁各課および出先機関別に分担IL、l件ごとに標準

処理日数を示した規程（剖｜令）で、一顧に値する。この規程は、筆者が岡県総

務部長に在任中、 1963年12月に創設せられ、その後66年6月、 71年12月、 72年

6月、 74年4月および6月、 75年4月と 6回の改正を経て、本年7月の改正に

至ったもので、この累次にわたる改正過程を一見するだけでも、当局者が絶え

ずこの標準処理回数を励行しようとしてきた熱意と努力をうかがい知ることが

できる。しかし、それにも拘らず、筆者がこのほど面接した岡県首脳の意見で

は、十分に守られていない部局もある模様で、要は職場管理者の意識と態度の

いかんによる、とのことであった。

あとがき

この論説は、当初にことわったと台り、旧稿への反省であり、その改
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訂である。したがって、旧稿と併せ読んでいただくことを期待するもの

であるが、旧著がすでに絶版となって入手しがたいことを考慮し、でき

る限り本編のなかにその要所を摘記したつもりである。しかし、稿を閉

ビるに当ってかえりみると、紙幅の制約もあって思うに任せず、 il1似まを

欠く憾みを筆者自身も感ずるほどで、この点とくとご諒恕をお願いした

し，，

要は、在来のりん議制批判が一概に廃止論に偏しているのに対し、こ

の制度をよりよく生かして、西殴風の「害iJり付け方式」とは一味ちが

う日本的在意思決定方式の存続にも意義あらしめようとする発想であり、

その方が比較的に実行可能で、しかも新しい行動理論に適合するもので

あると考え、この一文を草したのである。

(1976. 11. 25) 
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RE-EXAMINAτ10N OF Ringi-sei 

くSummary;>

Mamoru Tanaka 

Ringi-sei, a decision makmg process peculiar to Japan, has so far been said 

to have such defects as inefficiency, irresponsibility and lack of the executive 

leadership. Formerly, the present writer was in the same opinion and 

severely cr山口zedthe rmgz-sei from the similar standpoint. 

But the present wnter has recently become conscious of the necessity to re-

estimate the nη＇Ki system through his study of the newest American political 
and behavioral sciences It is possible that the ringi system would be a more 

functional and useful decision making system, if communication, participa 

tion, motivation and so forth are improved in line with the development of 

behavioral science, so that the morale of the officials might become higher. 

In other words, the nngi-sei may be reformed to be an self motivating (as it 

were, "automatic”） data processing system operated with the off1c1als’high 

morale 

In short, the ringi set can be, mutatis mutand1s, fairly adaptable to the 

human needs of the working officials and correspond with the theory of 

behavioral science 


